
 

個人情報の保護に関する法律等の関連部分の抜粋 

 

●個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、国の行政機関について、その保有する個人情報の性質

人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取

保されるよう法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、独立行政法人等について、その性格及び業務内容に応じ、

する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう法制上の措置その他

置を講ずるものとする。 

３ 政府は、前二項に定めるもののほか、個人情報の性質及び利用方法

み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの

施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置

れるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

 

（地方公共団体等への支援） 

第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に

策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して

を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有

を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

●個人情報の保護に関する基本方針（平成１６年４月２日閣議決定） 

２ 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

(3) 分野ごとの個人情報の保護の推進に関する方針 

② 特に適正な取扱いを確保すべき個別分野において講ずべき施策 

   個人情報の性質や利用方法等から特に適正な取扱いの厳格な実施

る必要がある分野については、各省庁において、個人情報を保護す

格別の措置を各分野（医療、金融・信用、情報通信等）ごとに早急に

法の全面施行までに、一定の結論を得るものとする。 

 

-1- 
資料３

、当該個

扱いが確

その保有

必要な措

にかんが

厳格な実

が講じら

関する施

行う活動

効な実施

を確保す

るための

検討し、



 

●国会における附帯決議 

＜衆議院＞（平成１５年４月２５日衆議院個人情報の保護に関する特別委員会） 

五 医療、金融・信用、情報通信等、国民から高いレベルでの個人情報の保護

が求められている分野について、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する

必要がある個人情報を保護するための個別法を早急に検討すること。 

六 第三者機関の意義について交わされた議論等さまざまな国会における議

論を踏まえ、全面施行後三年を目途として、法の施行状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

 

＜参議院＞（平成１５年５月２１日参議院個人情報の保護に関する特別委員会） 

五 医療（遺伝子治療等先端的医療技術の確立のため国民の協力が不可欠な分

野についての研究・開発・利用を含む）、金融・信用、情報通信等、国民か

ら高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野について、特に適正

な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報を保護するための個

別法を早急に検討し、本法の全面施行時には少なくとも一定の具体的結論を

得ること。 

六 第三者機関の意義や死者に関する個人情報保護の在り方等について交わ

された議論等これまでの国会における議論を踏まえ、全面施行後三年を目途

として、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずること。 
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